
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
成
立
時
期
（
二
）

―
―
『
拾
芥
抄
』『
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
』
等
へ
及
び
た
る
『
文
献
通
考
』
の
影
響
か
ら
―
―

湯

谷

祐

三

一

日
本
中
世
の
仏
教
説
話
集
『
私
聚
百
因
縁
集
』
全
九
巻
は
、
巻
一
か
ら
巻
四
の
天
竺
之
篇
、
巻
五
・
巻
六
の
唐
土
之
篇
、
巻
七
か
ら
巻

九
の
和
朝
之
篇
の
大
き
く
三
部
に
分
か
れ
る
所
謂
「
三
国
構
成
」
を
成
し
て
い
る
。
「
三
国
」
そ
れ
ぞ
れ
の
部
の
冒
頭
に
位
置
す
る
説
話

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
竺
仏
法
王
法
ノ
縁
起
由
来
」（
巻
一
第
一
話
）、「
唐
土
仏
法
王
法
縁
起
由
来
」（
巻
五
第
一
話
）、「
我
朝
仏
法
王
法

縁
起
由
来
」
（
巻
七
第
一
話
）
と
題
さ
れ
て
お
り
、
「
三
国
構
成
」
が
現
存
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
主
要
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象

付
け
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
「
三
国
構
成
」
を
形
成
す
る
説
話
の
一
つ
で
あ
る
巻
五
第
一
話
「
唐
土
仏
法
王
法
縁
起
由
来
」
の
記
述
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
が
和
漢
の
年
代
記
や
歴
史
書
の
記
述
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
、『
私
聚
百
因
縁

集
』
の
年
代
記
的
記
述
の
特
異
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
以
下
に

―２８８ ―
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巻
五
第
一
話
の
冒
頭
を
掲
げ
る
（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
。〈

〉
内
は
割
注
で
あ
る
。
以
下
同
）１
。

タ
ウ
ド

エ
ン
キ

ユ
ラ
イ

唐
土
仏
法
王
法
縁
起
由
来

カ
ン
ケ

ハ
シ

ヨ
リ

ス
ヘ

ヘ

ク
ワ
ウ

テ
イ

フ
ツ
キ

ノ
ウ

ク
ワ
ウ

カ
ウ

セ
ン
キ
ヨ
ク

テ
イ

漢
家
ノ

始
メ

自
二

天
皇
一
万
八
千
歳
一
、
凡
テ

経
二テ

三
皇
五
帝
一ヲ
〈
伏
義
・
神
農
・
黄
帝
、
此
云
二フ

三
皇
一ト

也
。
小
昊
・
�
頊
・
帝

コ
ク

ケ
ウ

シ
ユ
ン

カ

イ
ン

シ
ウ

�
・
帝
堯
・
帝
舜
、
凡
テ
此
云
二フ
五
帝
一ト
。〉
、
夏
〈
十
七
主
・
凡
四
百
五
十
八
年
〉
、
殷
〈
二
十
八
君
・
凡
六
百
五
十
四
年
〉
。
周
ノ
第

セ
ウ

カ

ビ

ラ
ジ
ヤ
ウ

四
帝
昭
王
二
十
六
年
〈
甲
寅
〉
四
月
八
日
仏
生
二ス
迦
毘
羅
城
一ニ
。（
後
略
）

右
の
掲
出
文
以
降
も
年
代
記
的
記
述
は
続
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
冒
頭
の
傍
線
部
に
注
目
し
て
ゆ
く
。
傍
線
部
は
中
国
の
古

代
王
朝
で
あ
る
夏
と
殷
の
王
の
合
計
数
と
王
朝
の
合
計
年
数
を
記
し
て
お
り
、
摘
記
す
れ
ば
、
夏
（
一
七
王
・
四
五
八
年
）
、
殷
（
二
八

王
・
六
五
四
年
）
と
な
る
２
。

い
っ
た
い
、
年
代
記
や
史
書
に
類
す
る
典
籍
の
記
述
は
そ
の
性
格
上
多
岐
に
渡
り
、
そ
の
す
べ
て
を
比
較
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難

で
あ
る
上
に
、
多
く
の
比
較
項
目
を
設
け
る
事
に
よ
っ
て
、
逆
に
資
料
間
の
類
似
性
と
差
違
が
曖
昧
に
な
る
と
い
う
傾
向
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
夏
と
殷
そ
れ
ぞ
れ
の
王
数
と
総
年
数
と
い
う
、
ご
く
限
ら
れ
た
項
目
に
絞
っ
て
和
漢
の
年
代
記
・
史
書
等
の
記
述
を
調

べ
、
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
記
述
の
特
異
性
が
、
数
あ
る
和
漢
の
年
代
記
・
史
書
の
中
の
如
何
な
る
資
料
の
記
述
を
背
景
と
し
た
も
の
で

あ
る
か
を
考
察
し
、
も
っ
て
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
成
立
時
期
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
し
た
い
と
思
う
。
先
ず
は
中
国
の
史
書
の
記
述

状
況
を
次
に
概
観
す
る
。

二
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二

司
馬
遷
の
『
史
記
』
三
代
世
表
で
は
夏
・
殷
の
王
数
（
そ
れ
ぞ
れ
一
七
世
・
二
九
世
）
の
み
を
記
し
、
総
年
数
の
記
述
が
見
あ
た
ら
な

い
が
、
現
存
す
る
『
史
記
』
の
注
釈
中
最
も
古
い
と
い
う
南
朝
宋
の
裴
�
『
史
記
集
解
』
で
は
、
『
汲
冢
紀
年
』
を
引
用
し
て
夏
（
一
七

王
・
四
七
一
年
）
、
殷
（
二
九
王
・
四
九
六
年
）
と
す
る
３
。
一
方
、
現
在
『
竹
書
紀
年
』
と
し
て
伝
存
す
る
資
料
は
後
人
の
増
改
を
経
た

も
の
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
に
つ
い
て
は
、
『
集
解
』
所
引
『
汲
冢
紀
年
』
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し

『
汲
冢
紀
年
』（
や
『
竹
書
紀
年
』）
の
説
は
、
そ
の
後
の
史
書
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
無
く
、
ほ
と
ん
ど
孤
立
し
た
言
説
と
な
っ
た
４
。

『
史
記
』
に
続
く
正
史
『
漢
書
』
で
は
、
そ
の
律
暦
志
に
夏
（
一
七
王
・
四
三
二
年
）
、
殷
（
三
一
王
・
六
二
九
年
）
と
し
、
結
果
的
に

は
、
こ
の
記
述
（
や
そ
れ
に
類
す
る
記
述
）
が
宋
代
ま
で
の
年
代
記
・
歴
史
書
に
お
け
る
夏
・
殷
の
王
数
・
年
数
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

晋
の
皇
甫
謐
の
撰
に
な
る
と
い
う
『
帝
王
世
紀
』
は
、
後
の
史
書
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
５
、
そ
こ
で

は
夏
（
一
九
王
・
四
三
二
年
）
、
殷
（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
と
な
っ
て
い
る
６
。
夏
の
王
数
が
『
漢
書
』
よ
り
二
人
多
い
の
は
、
『
漢
書
』

で
は
敢
え
て
除
か
れ
た
羿
・
寒
浞
を
加
え
た
か
ら
で
あ
り
、
殷
の
王
数
も
『
漢
書
』
よ
り
一
人
少
な
い
が
、
夏
・
殷
と
も
そ
の
総
年
数
は

『
漢
書
』
と
一
致
し
て
い
る
。

唐
代
の
劉
知
幾
撰
『
史
通
』
や
杜
佑
撰
『
通
典
』
、
欧
陽
詢
撰
『
芸
文
類
聚
』
に
は
、
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
『
初
学
記
』
は
そ
の
「
帝
王
部
」
の
「
叙
事
」
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
『
帝
王
世
紀
』
に
拠
っ
て
い
る
し
、
『
漢
書
』
や
『
帝
王
世
紀
』

の
記
述
と
同
じ
も
の
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
は
、
北
宋
以
降
の
年
代
記
・
歴
史
書
に
頻
出
す
る
。

宋
代
を
代
表
す
る
歴
史
書
で
あ
る
司
馬
光
撰
『
資
治
通
鑑
』
（
一
〇
八
四
年
）
は
周
代
か
ら
叙
述
を
開
始
す
る
た
め
、
夏
・
殷
に
つ
い

て
の
記
述
は
な
い
が
、
そ
の
欠
を
補
う
か
の
よ
う
に
神
話
上
の
伏
羲
か
ら
筆
を
起
こ
し
た
の
が
、
司
馬
光
が
そ
の
最
晩
年
の
元
祐
元
年

―２８６ ―
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（
一
〇
八
六
）
に
撰
ん
だ
『
稽
古
録
』
で
、
そ
の
中
で
は
夏
（
一
七
王
、
四
三
二
年
）、
殷
（
三
〇
王
、
六
二
九
年
）
と
あ
り
、『
漢
書
』

『
帝
王
世
紀
』
の
系
列
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
、
『
資
治
通
鑑
』
の
前
記
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
宋
の
劉
恕
撰
『
資
治
通
鑑
外

記
』
や
、
南
宋
末
年
の
陳
元
靚
の
編
と
さ
れ
元
明
の
刊
本
が
現
存
す
る
『
事
林
広
記
』
も
『
稽
古
録
』
と
一
致
し
て
お
り
７
、
宋
代
の
歴

史
書
の
多
く
が
『
稽
古
録
』
の
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
８
。

ま
た
、
本
朝
に
伝
来
し
た
こ
と
が
確
実
な
資
料
を
挙
げ
れ
ば
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
真
名
序
の
撰
者
た
る
藤
原
親
経
の
編
に
な
る
と
い

う
『
春
秋
暦
』
の
序
文
で
言
及
さ
れ
る
北
宋
元
祐
三
年
（
一
〇
八
八
）
序
の
章
衡
撰
『
編
年
通
載
』
や
、
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
（
「
三
月

三
日
」
の
項
）
・
『
和
漢
朗
詠
集
註
抄
』
（
「
閑
居
」
の
項
）
等
に
引
用
さ
れ
、
南
北
朝
初
期
刊
と
目
さ
れ
る
五
山
版
の
存
在
す
る
北
宋
煕

寧
九
年
（
一
〇
七
六
）
序
の
諸
�
深
撰
『
歴
代
帝
王
紹
運
図
』
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
の
五
山
板
を
有
す
る
元
乾
道
三
年
（
一
一
六

七
）
後
序
の
馬
仲
虎
撰
『
歴
代
帝
王
編
年
互
見
之
図
』
な
ど
９
、
そ
の
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
の
記
述
は
『
稽
古
録
』
に
全
く
一
致
し

て
い
る
１０
。

こ
の
よ
う
に
、
宋
代
中
国
の
史
書
・
年
代
記
に
お
け
る
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
の
記
述
は
、『
漢
書
』『
帝
王
世
紀
』
に
由
来
す
る

と
思
し
き
『
稽
古
録
』
系
統
の
説
が
広
く
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
観
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
説
を
唱
え
る
典
籍
が
元
代
に
現

れ
た
。

『
文
献
通
考
』
全
三
四
八
巻
は
元
の
馬
端
臨
の
撰
で
、
延
祐
六
年
（
一
三
一
九
）
王
寿
衍
の
「
進
文
献
通
考
表
」
を
持
つ
。
ま
た
、
日

本
に
伝
来
す
る
元
刊
本
に
は
、
そ
の
目
録
末
に
泰
定
元
年
（
一
三
二
四
）
刊
行
、
至
元
五
年
（
一
三
三
九
）
補
刊
の
記
載
が
あ
る
と
い
う
１１
。

馬
端
臨
は
生
没
年
未
詳
な
る
も
咸
淳
（
一
二
六
五
―
七
四
）
の
進
士
で
あ
る
か
ら
、
『
文
献
通
考
』
の
自
序
に
は
年
紀
が
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
先
の
上
表
文
や
記
述
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
成
立
は
十
四
世
紀
初
頭
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。

『
文
献
通
考
』
は
そ
の
巻
二
五
〇
「
帝
系
考
一
」
に
お
い
て
、
夏
（
一
七
王
、
四
五
九
年
）、
殷
（
二
八
王
、
六
四
四
年
）
と
い
う
数
字

を
出
し
て
い
る
が
１２
、
特
に
そ
の
総
年
数
は
夏
・
殷
の
両
者
共
に
、
宋
代
ま
で
に
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
稽
古
録
』
系
統
の
説
と

四
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は
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
遡
っ
て
み
て
も
全
く
類
例
の
無
い
説
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
１３
。

『
文
献
通
考
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
杜
佑
の
『
通
典
』
を
「
藍
本
」
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
１４
、
前
述
の
ご
と
く
、
杜
佑
の
『
通
典
』

に
は
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
の
記
述
は
無
い
た
め
、
先
の
『
文
献
通
考
』
の
説
が
ど
う
い
っ
た
典
拠
や
史
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か

不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
頃
、
元
大
徳
六
年
（
一
三
〇
二
）
自
序
の
胡
一
桂
撰
『
史
纂
通
要
』
や
元
至
大
三
年
（
一
三
一
〇
）
の
陳
櫟
撰

『
歴
朝
通
略
』
で
は
、
殷
の
王
数
・
総
年
数
は
『
文
献
通
考
』
と
一
致
す
る
も
、
夏
の
総
年
数
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
四
一
年
・
四

五
八
年
と
す
る
な
ど
、
『
文
献
通
考
』
と
全
同
は
し
な
い
が
、
さ
り
と
て
『
稽
古
録
』
の
ご
と
き
四
三
二
年
説
を
採
ら
な
い
史
書
が
成
立

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
間
に
は
何
ら
か
の
共
通
す
る
思
想
の
存
在
や
影
響
関
係
が
予
想
さ
れ
る
。
一
方
、
同
じ
く
元
代
に
成
立
し
た
文
献

で
あ
っ
て
も
、
『
仏
祖
歴
代
通
載
』
や
『
釈
氏
稽
古
録
』
等
の
仏
教
系
の
史
書
で
は
、
宋
代
以
来
の
『
紹
運
図
』
『
稽
古
録
』
系
の
説
を
固

守
し
て
い
る
点
、
興
味
深
い
。

明
清
以
降
は
、
『
稽
古
録
』
系
の
説
と
一
致
し
た
り
類
似
す
る
よ
う
な
史
書
は
管
見
に
入
ら
ず
、
清
代
の
『
御
批
歴
通
鑑
輯
覧
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
夏
（
一
七
王
・
四
三
九
年
）
、
殷
（
二
八
王
・
六
四
四
年
）
と
い
う
、
あ
た
か
も
『
稽
古
録
』
系
と
『
文
献
通
考
』
を
折

衷
し
た
か
の
ご
と
き
記
述
が
多
く
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
（『
御
定
歴
代
紀
事
年
表
』『
歴
代
皇
帝
年
表
』
等
）。
こ
れ
を
見
て
も
、

『
文
献
通
考
』
系
の
記
述
の
流
布
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
日
本
中
世
の
仏
教
説
話
集
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
記
述
を
再
掲
す

る
と
、
夏
（
一
七
王
・
四
五
八
年
）
、
殷
（
二
八
王
・
六
五
四
年
）
と
な
り
、
『
稽
古
録
』
系
の
説
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
全
同
し
な

い
ま
で
も
、
『
文
献
通
考
』
の
説
と
の
類
似
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
日
本
の
史
書
・
年
代
記
等
に
お
け
る
記
述
状
況
を
検

討
し
た
い
。

―２８４ ―
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三

日
本
の
史
書
・
年
代
記
等
に
お
い
て
、
夏
・
殷
に
つ
い
て
の
記
述
を
有
す
る
も
の
に
限
っ
て
見
る
と
、
鎌
倉
前
期
の
『
愚
管
抄
』
で
は

夏
（
一
七
王
・
四
三
二
年
）、
殷
（
三
〇
王
・
六
一
八
年
）
と
し
て
、
殷
の
総
年
数
に
疑
問
を
残
す
も
の
の
、
大
き
く
は
『
稽
古
録
』
系

で
あ
ろ
う
し
、
末
尾
に
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
甲
辰
の
記
載
を
有
す
る
高
野
山
金
剛
三
昧
院
所
蔵
『
漢
朝
皇
代
記
』
、
鎌
倉
後
期
の
成

立
と
考
え
ら
れ
る
『
唐
鏡
』
や
『
帝
王
編
年
記
』
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
の
東
大
寺
凝
然
撰
『
和
漢
春
秋
暦
』１５
な
ど
は
、
い
ず
れ
も

夏
（
一
七
王
・
四
三
二
年
）
、
殷
（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
と
し
て
、
『
稽
古
録
』
系
と
全
同
す
る
説
を
皆
お
し
な
べ
て
記
載
し
て
お
り
、

鎌
倉
期
を
通
し
て
日
本
の
史
書
・
年
代
記
の
記
述
は
『
稽
古
録
』
系
の
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
と
見
ら
れ
る
１６
。

南
北
朝
期
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
変
わ
ら
ず
、
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』（
一
三
四
三
年
修
訂
）
や
康
永
三
年
（
一
三
四

四
）
の
浄
土
宗
名
越
派
僧
良
山
の
『
初
学
題
学
集
』１７
、
室
町
期
に
入
っ
て
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
の
『
�
嚢
鈔
』１８
等
か
ら
、
十
五
世
紀

後
半
の
『
塵
荊
抄
』１９
に
至
る
ま
で
、
『
稽
古
録
』
系
と
全
く
一
致
し
て
お
り
、
中
国
明
代
に
は
既
に
『
稽
古
録
』
系
と
一
致
す
る
よ
う
な

記
述
は
姿
を
消
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
は
室
町
後
期
ま
で
『
稽
古
録
』
系
の
説
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
２０
。

以
上
、
諸
書
の
検
討
に
よ
り
、
日
本
の
中
世
を
通
し
て
史
書
・
年
代
記
等
の
世
界
で
は
、『
漢
書
』
『
帝
王
世
紀
』
に
由
来
す
る
『
紹
運

図
』
『
稽
古
録
』
系
の
所
説
が
幅
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
方
で
、
中
国
で
は
元
代
以
降
し
だ
い
に
史
書
の
間

に
浸
透
し
て
い
っ
た
『
文
献
通
考
』
系
の
所
説
は
、
少
な
く
と
も
室
町
後
期
以
前
に
は
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
点
に
も

注
意
し
た
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
注
目
す
べ
き
資
料
は
、
洞
院
公
賢
の
撰
に
よ
る
と
い
う
南
北
朝
期
の
有
職
故
実
書
の
一
種
『
拾
芥
抄
』
の

記
述
で
あ
る
。
『
故
実
叢
書
』
所
収
『
拾
芥
抄
』
唐
家
世
立
部
第
二
十
一
で
は
、
夏
（
一
七
王
・
四
五
八
年
）
、
殷
（
二
八
王
・
六
四
四
年
）

六
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と
あ
り
、
こ
れ
は
全
く
『
文
献
通
考
』
系
の
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
文
献
通
考
』
系
史
書
の
日
本
に
お
け
る
初
期
の
影
響
例
の
一
つ
か

と
目
を
引
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
は
「
天
文
本
細
註
異
動
施
」
と
し
て
本
文
の
横
に
校
異
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
天
文
本
」
の
本
文
を
復
元
す
れ
ば
、
問
題
の
箇
所
は
夏
（
一
七
王
・
四
〇
三
年
）
、
殷
（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
と
な
り
、

『
文
献
通
考
』
系
の
所
説
と
は
全
く
異
な
る
、
む
し
ろ
殷
に
関
す
る
数
字
は
『
稽
古
録
』
系
と
一
致
す
る
本
文
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
両

本
文
間
で
差
違
を
示
す
数
字
は
、
夏
の
総
年
数
四
〇
三
年
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
国
の
史
書
に
典
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
誤
写
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

『
故
実
叢
書
』
所
収
『
拾
芥
抄
』
は
、
そ
の
凡
例
に
拠
れ
ば
、
慶
長
年
間
刊
行
の
古
活
字
本
か
寛
永
十
九
年
以
下
刊
行
の
整
版
本
を
指

す
と
思
わ
れ
る
「
版
本
」
に
、
現
在
国
会
図
書
館
所
蔵
の
天
文
二
十
三
年
写
本
を
指
す
と
思
わ
れ
る
「
家
本
」
（
即
ち
「
天
文
本
」
）
、
及

び
尊
経
閣
文
庫
蔵
天
正
十
七
年
写
本
を
指
す
と
思
わ
れ
る
「
前
田
侯
庫
本
」
に
拠
っ
て
「
加
校
訂
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
版
本
と

写
本
と
で
は
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
が
全
く
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
天
文
二
十
三
年
写
本
の
当

該
部
分
、
及
び
前
田
尊
経
閣
文
庫
蔵
天
正
十
七
年
吉
田
梵
舜
自
筆
写
本
の
影
印
を
見
る
に
２１
、
両
者
共
に
夏
（
一
七
王
・
四
〇
三
年
）
、
殷

（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
２２
。

よ
っ
て
、
鎌
倉
末
南
北
朝
期
の
成
立
よ
り
室
町
後
期
に
至
る
『
拾
芥
抄
』
の
伝
写
過
程
の
中
に
お
い
て
、
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
に

つ
い
て
は
一
貫
し
て
『
稽
古
録
』
系
の
数
字
が
維
持
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
２３
。『
故
実
叢
書
』
本
の
本
文
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
『
文
献
通
考
』
の
説
に
類
似
し
た
数
字
が
現
れ
る
の
は
、
江
戸
期
の
整
版
本
の
源
に
位
置
し
慶
長
年
間
刊
行
と
さ
れ
る
古
活
字
版

『
拾
芥
抄
』
に
お
い
て
で
あ
り
２４
、
十
六
世
紀
中
頃
よ
り
十
七
世
紀
初
頭
の
約
半
世
紀
の
間
に
、
『
文
献
通
考
』
系
の
記
述
を
持
つ
何
ら
か

の
資
料
に
基
づ
い
て
改
変
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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四

『
文
献
通
考
』
の
日
本
へ
の
将
来
時
期
を
考
え
る
上
で
基
準
と
な
る
確
実
な
史
料
は
、
瑞
渓
周
鳳
の
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
享
徳
三
年

（
一
四
五
四
）
十
月
十
五
日
条
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
は
、
『
東
坡
詩
注
』
に
出
る
語
句
の
意
味
に
つ
い
て
『
太
平
広
記
』
や
『
文
献
通
考
』

を
調
べ
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
十
五
世
紀
中
頃
に
は
『
文
献
通
考
』
が
確
実
に
日
本
に
存
在
し
、
学
問
の
場
で
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
そ
の
一
々
の
所
説
が
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
、
ま
た
流
布
し
て
い
た
か
は
未
知
数
で
あ
る
。

年
代
記
や
皇
代
記
と
称
す
る
典
籍
は
中
世
以
来
本
邦
で
数
多
く
製
作
さ
れ
、
現
在
ま
で
多
数
伝
来
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
和
漢
の
記

事
を
対
照
的
に
併
載
す
る
も
の
も
少
な
く
は
な
い
が
、
本
稿
で
比
較
の
対
象
と
す
る
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
等
の
中
国
古
代
の
記
事

を
も
明
記
し
た
資
料
と
な
る
と
、
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
く
る
２５
。

日
蓮
宗
要
法
寺
の
僧
円
智
日
性
が
開
板
刊
行
し
た
典
籍
は
要
法
寺
版
と
し
て
世
に
名
高
い
が
２６
、
そ
の
中
の
一
つ
に
『
重
撰
倭
漢
皇
統

編
年
合
運
図
』（
以
下
、『
編
年
合
運
図
』
と
略
称
す
る
）
が
あ
る
。

古
活
字
版
の
『
編
年
合
運
図
』
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
が
初
刊
と
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
慶
長
八
年
・
慶
長
十
年
・
慶
長
十
六
年

と
版
を
重
ね
た
と
い
う
２７
。
ま
た
整
版
の
『
編
年
合
運
図
』
も
慶
長
十
六
年
・
寛
永
七
年
・
寛
永
八
年
と
重
刊
さ
れ
、
正
保
二
年
に
は
吉

田
光
由
に
よ
る
増
訂
版
も
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、『
編
年
合
運
図
』
が
広
く
世
に
流
布
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
『
編
年
合
運
図
』
に
お
い
て
、
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
は
、
夏
（
一
七
王
・
四
五
八
年
）
、
殷
（
二
八
王
・
六
五
四
年
）
と
し

て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
中
国
元
代
の
『
文
献
通
考
』
に
記
す
夏
（
一
七
王
、
四
五
九
年
）
、
殷
（
二
八
王
、
六
四
四
年
）
と
類
似
し
て

お
り
、
何
よ
り
も
仏
教
説
話
集
『
私
聚
百
因
縁
集
』
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
点
、
注
目
に
値
す
る
２８
。

『
編
年
合
運
図
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
川
瀬
一
馬
氏
は
「
こ
の
倭
漢
合
運
図
は
日
性
の
発
明
に
よ
る
編
著
で
は
な
く
、
こ
の
種
の

編
著
に
は
室
町
時
代
に
僧
侶
の
手
で
で
き
て
ゐ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
日
性
が
増
補
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
２９
。

八
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『
編
年
合
運
図
』
の
直
接
の
原
型
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
和
漢
の
記
事
を
上
下
対
照
さ
せ
る
な
ど
類
似
し
た
記
事
構
成

を
持
ち
、
「
僧
侶
の
手
で
で
き
」
た
と
さ
れ
る
も
の
に
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
な
る
年
代
記
が
あ
り
、
か
つ
て
平
田
俊
春
氏
は
『
神
皇
正

統
記
』
と
の
先
後
関
係
を
論
じ
て
、
「
三
国
一
覧
合
運
が
、
正
統
記
に
よ
っ
て
書
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
た
３０
。
村
山
修
一

氏
は
「
元
来
本
書
（
三
国
一
覧
合
運
図
―
引
用
者
注
）
は
大
岳
周
崇
の
編
集
に
か
か
り
応
永
年
間
（
一
三
九
四
―
一
四
二
七
）
で
終
わ
っ

て
い
る
筈
ゆ
え
そ
れ
以
後
は
追
筆
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
３１
。

大
岳
周
崇
（
一
三
四
五
―
一
四
二
三
）
は
、
相
国
寺
・
天
龍
寺
・
南
禅
寺
を
歴
住
し
、
『
四
河
入
海
』
の
一
つ
蘇
東
坡
の
詩
集
を
注
解

し
た
『
翰
苑
遺
芳
』
の
著
作
も
あ
り
、
国
宝
「
瓢
鯰
図
」
や
重
文
「
王
羲
之
書
扇
図
」
等
へ
の
賛
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
学
僧
で
あ
る
。

そ
の
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
で
は
、
夏
（
一
七
王
・
四
三
二
年
）
、
殷
（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
と
あ
る
か
ら
『
稽
古
録
』
系
の
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
３２
。
猶
、
類
似
す
る
書
名
に
『
三
国
合
運
』
な
る
も
の
も
あ
り
、
和
漢
上
下
対
照
す
る

構
成
は
同
様
で
あ
る
が
、
夏
・
殷
な
ど
の
記
述
は
無
い
３３
。

も
う
一
つ
、
卜
部
兼
倶
撰
と
さ
れ
る
『
新
撰
三
国
運
数
符
合
図
』
（
以
下
『
運
数
符
合
図
』
と
略
称
）
な
る
年
代
記
が
あ
る
。
今
、
真

福
寺
蔵
『
三
国
合
運
之
事
』
（
内
題
『
新
撰
三
国
運
数
符
合
図
并
名
三
光
双
覧
抄
』
）
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
日
性
の
『
編
年
合
運
図
』
や
大

岳
周
崇
の
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
の
よ
う
な
一
年
毎
の
詳
細
な
和
漢
対
照
で
は
無
く
、
三
国
紀
年
の
対
応
関
係
を
簡
略
に
示
し
た
も
の
に

過
ぎ
な
い
が
、
夏
・
殷
に
つ
い
て
は
、
夏
（
一
七
王
・
四
三
二
年
）
、
殷
（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
と
、
や
は
り
『
稽
古
録
』
系
の
数
字

を
提
示
し
て
い
る
３４
。
そ
の
序
文
で
は
、「
仍
以
神
代
書
籍
拠
テ
阿
含
経
仏
祖
通
載
并
支
那
帝
王
編
年
等
説
合
テ
三
国
之
運
数
以
記
之
矣
」

と
し
て
典
拠
資
料
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
「
仏
祖
通
載
」
と
は
元
至
正
四
年
（
一
三
四
四
）
序
の
念
常
編
『
仏
祖
歴
代
通
載
』
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
確
か
に
『
仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
第
二
に
は
『
運
数
符
合
図
』
と
全
く
同
じ
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
３５
。

日
性
の
『
編
年
合
運
図
』
に
先
行
し
て
成
立
し
て
い
た
年
代
記
に
つ
い
て
、
そ
の
夏
・
殷
に
関
す
る
記
述
状
況
を
検
討
し
た
結
果
、
十

五
世
紀
初
頭
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
大
岳
周
崇
の
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
か
ら
、
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
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思
わ
れ
る
卜
部
兼
倶
の
『
運
数
符
合
図
』
に
至
る
ま
で
、
そ
の
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
何
れ
も
鎌
倉
南
北
朝
期

以
来
諸
資
料
に
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
『
稽
古
録
』
系
の
数
字
を
挙
げ
て
お
り
、
『
文
献
通
考
』
系
の
説
は
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
、
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
を
指
標
と
し
て
、
和
漢
の
歴
史
書
や
年
代
記
、
そ
れ
に
類
す
る
記
述
を
持
つ
各
種
資
料
を
概
観
し

た
。
中
国
に
お
い
て
は
、
宋
代
ま
で
『
漢
書
』
律
暦
志
や
『
帝
王
世
紀
』
に
由
来
す
る
数
字
が
北
宋
の
『
紹
運
図
』
や
『
稽
古
録
』
に
継

承
さ
れ
て
大
勢
を
占
め
て
い
た
が
、
十
四
世
世
紀
初
頭
の
『
文
献
通
考
』
の
出
現
を
画
期
と
し
て
、
元
代
に
は
従
来
と
は
全
く
異
な
る
数

字
が
次
第
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
清
期
を
通
し
て
『
稽
古
録
』
系
と
『
文
献
通
考
』
系
を
折
衷
し
た
よ
う
な
新
し
い
説
が
広
く
史

書
等
に
記
載
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
へ
も
波
及
し
て
お
り
、
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
『
稽
古
録
』
系
以
外
の
説
は
見
ら
れ

ず
、
南
北
朝
期
以
降
、
五
山
版
で
開
板
さ
れ
た
中
国
史
書
も
『
稽
古
録
』
系
の
説
を
採
る
も
の
で
あ
っ
た
。

室
町
期
に
な
っ
て
も
こ
の
傾
向
は
変
わ
ら
ず
、
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
の
記
事
よ
り
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
に
『
文
献
通
考
』
が
日

本
に
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
十
五
世
紀
初
頭
の
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
か
ら
、
十
六
世
紀
初
頭
の
『
運
数
符
合
図
』
に
至
る

ま
で
、
従
来
通
り
の
『
稽
古
録
』
系
の
説
を
踏
襲
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
も
参
照
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
十
六
世
紀
末
慶
長
五
年
の
古
活
字

版
『
編
年
合
運
図
』
に
お
い
て
、
急
に
従
来
と
は
異
な
る
『
文
献
通
考
』
系
の
説
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

鎌
倉
末
南
北
朝
期
の
成
立
で
、
そ
の
版
本
に
『
文
献
通
考
』
系
の
説
を
持
つ
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
『
拾
芥
抄
』
も
、
室
町
後
期
ま
で
の

古
写
本
類
は
す
べ
て
『
稽
古
録
』
系
の
記
述
を
持
つ
の
で
あ
り
、
『
文
献
通
考
』
系
の
記
述
に
改
変
さ
れ
た
の
は
慶
長
年
中
の
古
活
字
本

一
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刊
行
直
前
（
あ
る
い
は
刊
行
時
）
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
そ
の
理
由
は
不
明
な
る
も
、
日
本
に
お
け
る
『
文
献
通
考
』
系
の
言
説
の
流
布
は
、
お
よ
そ
こ
の
頃
、
即
ち
遡
っ
て
も
一
五

〇
〇
年
以
降
と
見
る
べ
く
、
『
編
年
合
運
図
』
や
改
変
さ
れ
た
『
拾
芥
抄
』
が
い
ず
れ
も
慶
長
年
中
に
古
活
字
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
更
に
限
定
し
て
慶
長
の
直
前
に
急
速
に
『
文
献
通
考
』
系
の
説
が
流
布
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
改
め
て
本
稿
の
検
討
対
象
た
る
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
記
述
の
性
格
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
に
関
し

て
は
『
編
年
合
運
図
』
と
全
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
上
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
拾
芥
抄
』
の
改
変
や
『
編
年
合
運
図
』
の

成
立
と
同
じ
時
期
に
発
生
し
た
言
説
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
『
私
聚
百
因
縁
集
』
（
承
応
二
年
版
本
）
に
備
わ
る
跋
文
に
は
「
時
暦
正
嘉
元
丁
巳
七
月
中
於
常
陸
集
記
」
と
明

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
従
来
『
私
聚
百
因
縁
集
』
は
鎌
倉
中
期
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
の
仏
教
説
話
集
と
し
て
認
知
さ

れ
、
様
々
な
中
世
作
品
と
の
比
較
検
討
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

一
二
五
七
年
と
は
中
国
で
は
南
宋
末
期
宝
祐
五
年
で
あ
り
、
『
文
献
通
考
』
が
上
表
さ
れ
た
元
延
祐
六
年
（
一
三
一
九
）
よ
り
お
よ
そ

六
十
年
早
く
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
時
期
に
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
に
お
い
て
『
文
献
通
考
』
と
類
似
す
る
説
を
記
す
中
国
の
文
献
は

見
当
た
ら
ず
、
日
本
で
も
鎌
倉
南
北
朝
期
か
ら
室
町
中
期
十
五
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
『
文
献
通
考
』
系
の
説
は
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
正
嘉
元
年
集
記
を
う
た
う
『
私
聚
百
因
縁
集
』
に
『
文
献
通
考
』
系
の
説
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
非
常
に
不
可
思
議
な
現

象
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
つ
て
筆
者
は
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
巻
七
第
一
話
「
我
朝
仏
法
王
法
縁
起
由
来
」
の
法
然
門
下
に
関
す
る
記
述
を
検
討
し
、
こ
れ
が

東
大
寺
凝
然
の
『
内
典
塵
露
章
』
の
記
述
を
背
景
と
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
の
説
話
が
『
内
典
塵
露
章
』
の
成
立
年

で
あ
る
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
以
降
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
た
３６
。
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今
回
、
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
「
三
国
構
成
」
の
一
角
を
成
す
も
う
一
つ
の
説
話
で
あ
る
巻
五
第
一
話
に
お
い
て
も
、
正
嘉
元
年
と
い

う
年
紀
に
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
記
述
を
見
い
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
行
の
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
跋
文
に
対
す
る
疑
義
は
よ
り
強

ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
記
述
の
上
限
を
推
定
す
る
た
め
、
夏
・
殷
の
王
数
・
総
年
数
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
記
述
に
焦
点

を
絞
っ
て
日
中
の
資
料
を
概
観
し
た
が
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
に
含
ま
れ
る
年
代
記
的
記
述
は
も
と
よ
り
こ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
無

い
。
今
後
よ
り
多
く
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
、
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
直
接
の
材
料
と
な
っ
た
資
料
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
い

と
思
う
。

注１
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
テ
キ
ス
ト
は
古
典
文
庫
第
二
六
五
冊
所
収
の
承
応
二
年
版
本
影
印
に
よ
り
、
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。

２

以
下
、
王
朝
の
王
数
に
つ
い
て
は
、
「
君
」
や
「
主
」
と
す
る
原
資
料
の
表
記
も
す
べ
て
「
王
」
に
統
一
し
て
表
記
す
る
。
ま
た
王
朝
名
「
商
」

も
「
殷
」
に
統
一
す
る
。
本
稿
で
の
便
宜
上
の
処
置
で
あ
る
。

３
『
史
記
集
解
』
の
記
述
は
、
瀧
川
亀
太
郎
氏
『
史
記
会
注
考
証
』
夏
本
紀
第
二
末
尾
、
殷
本
紀
第
三
末
尾
を
参
照
し
た
。

４

但
し
、
宋
鄭
樵
撰
『
通
志
』「
氏
族
略
第
二
」
で
、
夏
（
一
七
王
、
四
七
一
年
）
と
す
る
の
は
注
意
さ
れ
る
。

５
「
一
体
、
六
朝
か
ら
唐
初
ま
で
は
、
皇
甫
謐
の
帝
王
世
紀
な
る
書
が
出
来
て
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
、
古
代
の
事
に
就
て
は
こ
の
書
が
多
く
行
は

れ
、
史
記
は
割
合
に
行
は
れ
な
く
な
っ
た
。
」（
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』「
六
朝
末
唐
代
に
現
は
れ
た
史
学
上
の
変
化
」、
平
凡
社
東
洋
文
庫

第
五
五
七
冊
二
五
五
頁
）。

６
『
帝
王
世
紀
』
は
現
在
輯
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
『
百
部
叢
書
集
成
』
所
収
本
な
ど
）
。
引
用
部
分
は
『
初
学
記
』
巻
第
九
「
帝
王
部
」
所

引
（
中
華
書
局
版
上
冊
一
九
九
頁
）。

７
『
事
林
広
記
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）
所
収
の
至
元
庚
辰
（
一
二
八
〇
）
の
刊
記
を
持
つ
『
纂
図
増
新
群
書
類
要
事
林
広
記
』
影
印
に
拠

る
。

一
二
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８

但
し
、
例
外
と
し
て
『
冊
府
元
亀
』
（
殷
の
総
年
数
六
四
五
年
）
、『
路
史
』
（
夏
の
総
年
数
四
八
三
年
）
等
の
記
述
が
あ
る
（
い
ず
れ
も
四
庫
全

書
所
収
本
に
拠
る
）。

９

五
山
版
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
一
馬
氏
『
五
山
版
の
研
究
』（
一
九
四
五
年
）
二
〇
一
・
二
〇
二
頁
を
参
照
。

１０

『
編
年
通
載
』
は
『
四
部
叢
刊
三
編
』
三
三
六
に
所
収
、
『
歴
代
帝
王
紹
運
図
』
は
『
叢
書
集
成
続
編
』
二
六
五
に
所
収
、
『
歴
代
帝
王
編
年
互
見

之
図
』
は
蓬
左
文
庫
蔵
寛
永
六
年
整
版
刊
本
（
覆
永
和
二
年
五
山
版
）
を
参
照
し
た
。

１１
『
静
嘉
堂
文
庫
の
古
典
籍

第
一
回
中
国
宋
・
元
時
代
の
版
本
』（
平
成
六
年
、
静
嘉
堂
文
庫
刊
）
四
三
頁
参
照
。

１２

『
文
献
通
考
』
の
本
文
は
、
萬
有
文
庫
十
通
本
の
影
印
で
あ
る
中
華
書
局
版
（
上
・
下
二
分
冊
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
し
た
。
こ
れ
に
は
乾
隆

戊
辰
（
一
七
四
八
年
）
の
「
重
刻
序
」
が
つ
い
て
い
る
。

１３

但
し
、
注
８
で
言
及
し
た
北
宋
大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
頃
に
成
立
し
た
と
い
う
『
冊
府
元
亀
』
（
四
庫
全
書
所
収
本
）
で
は
殷
の
総
年
数

を
六
四
五
年
と
し
、
こ
れ
は
『
文
献
通
考
』（
六
四
四
年
）
と
類
似
す
る
が
、
そ
の
王
数
（
三
〇
王
）
は
『
稽
古
録
』
系
と
一
致
す
る
。
な
お
、

『
宗
本
冊
府
元
亀
』
（
中
華
書
局
）
全
四
冊
は
、
南
宋
慶
元
三
年
（
一
一
九
七
）
頃
の
眉
山
書
坊
刊
と
推
定
さ
れ
る
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
を
主
体
と
す

る
宋
版
の
影
印
で
あ
る
が
、
巻
一
か
ら
巻
五
を
欠
く
た
め
直
接
当
該
箇
所
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１４
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
史
部
政
書
類
一
に
は
「
其
書
以
杜
佑
通
典
為
藍
本
田
賦
等
十
九
門
皆
因
通
典
而
離
析
之
、
経
籍
帝
系
封
建
象
緯
物
異

五
門
則
広
通
典
所
未
及
也
」
と
す
る
。
馬
端
臨
と
『
文
献
通
考
』
に
つ
い
て
は
、
山
内
正
博
氏
「
文
献
通
考
経
籍
考
と
直
斎
陳
氏
書
録
解
題
―
四

庫
全
書
総
目
批
判
序
説
―
」『
史
学
雑
誌
』
七
五
―
九
（
昭
和
四
一
年
八
月
）
を
参
照
。

１５

東
大
寺
図
書
館
蔵
『
和
漢
春
秋
暦
』
写
本
三
巻
三
冊
。
下
冊
遊
紙
裏
に
「
奥
書
云
、
文
永
八
年
〈
辛
未
〉
三
月
十
四
日
記
之
。
花
厳
宗
沙
門
凝

然
三
十
二
才
」
と
あ
り
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
平
松
文
庫
に
も
同
系
統
の
近
世
写
本
あ
り
。

１６

但
し
、
文
保
年
間
ま
で
の
記
事
を
有
す
る
『
仁
寿
鏡
』
で
は
殷
の
総
年
数
を
六
二
〇
年
と
す
る
。

１７

大
日
本
仏
教
全
書
所
収
本
の
奥
書
に
「
応
永
二
年
十
一
月
中
旬
始
之
、
同
三
年
甲
申
三
月
三
日
功
了
。
春
秋
五
十
二
歳
拭
老
眼
疏
之
。
期
浄
国

沙
門
良
山
」
と
あ
る
が
、
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
は
編
者
良
山
の
没
年
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
以
後
で
あ
る
た
め
、
康
永
二
年
の
誤
記
と
思

わ
れ
る
。

１８

正
保
三
年
刊
本
『
�
嚢
鈔
』
奥
書
に
よ
れ
ば
「
于
時
文
安
三
年
丙
寅
五
月
二
十
五
日
終
書
功
畢
、
観
勝
寺
金
剛
仏
子
行
誉
」
と
あ
る
。

１９

古
典
文
庫
所
収
『
塵
荊
鈔
』
の
市
古
貞
次
氏
解
説
に
よ
れ
ば
「
本
書
は
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
ご
ろ
の
執
筆
に
か
ゝ
り
、
あ
る
部
分
は
延

―２７６ ―
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徳
三
年
（
一
四
九
一
）
に
書
き
つ
が
れ
た
も
の
と
し
て
、
大
過
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
」
と
あ
る
。

２０

但
し
、『
天
台
名
目
類
聚
鈔
』（
夏
の
総
年
数
一
四
九
年
、
殷
の
王
数
三
五
王
）
や
真
福
寺
蔵
『
和
漢
年
代
暦
』（
殷
の
総
年
数
六
八
八
年
）
な

ど
の
特
異
な
数
字
を
示
す
も
の
も
あ
る
。

２１

国
立
国
会
図
書
館
提
供
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
』
十
七
（
平
成
一
〇
年
、
八
木
書
店
）
に
拠
る
。

２２

そ
の
他
、
天
理
図
書
館
蔵
天
文
十
七
年
写
本
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
写
本
、
京
都
大
学
図
書
館
清
家
文
庫
蔵
写
本
（
い
ず
れ
も
室
町
期
の
写
本
）

で
も
全
く
同
一
の
数
字
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

２３

従
来
、
諸
家
に
指
摘
は
無
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
拾
芥
抄
』
の
「
唐
家
世
立
部
第
二
十
一
」
は
、
鎌
倉
藤
原
孝
範
（
一
一
五
八
―
一
二
四
六
）
撰

の
金
言
成
句
集
で
あ
る
『
明
文
抄
』
巻
一
帝
道
部
の
「
唐
帝
王
世
立
」
を
直
接
の
典
拠
と
す
る
と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
夏
（
一
七
王
・
四
〇
三
年
）
、

殷
（
三
〇
王
・
六
二
九
年
）
の
記
載
が
あ
り
、
古
写
本
『
拾
芥
抄
』
の
諸
本
が
正
し
く
こ
の
数
字
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
明
文
抄
』

と
『
拾
芥
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
明
文
抄
』
と
『
拾
芥
抄
』
の
諸
本
―
そ
の
「
唐
家
世
立
部
」
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
愛
知
文

教
大
学
比
較
文
化
研
究
』
九
号
（
平
成
二
一
年
二
月
）
で
述
べ
た
。

２４

川
瀬
一
馬
氏
『
増
訂
古
辞
書
の
研
究
』
（
昭
和
三
〇
年
、
雄
松
堂
出
版
）
五
三
二
・
五
三
三
頁
に
拠
れ
ば
、
「
版
本
と
し
て
は
慶
長
中
の
印
行
と

認
む
べ
き
活
字
本
が
二
種
あ
る
。
」
と
さ
れ
、「
古
活
字
版
以
後
の
刊
本
は
、
何
れ
も
古
活
字
本
を
基
に
し
て
六
冊
に
分
つ
て
刊
行
し
て
あ
る
」
と

す
る
。

２５

例
え
ば
建
長
寺
蔵
『
和
漢
年
代
記
』
（
重
文
）
な
ど
は
、
和
漢
上
下
対
照
の
形
式
で
非
常
に
詳
細
な
記
事
を
有
し
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
ま

で
の
記
事
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
北
朝
ま
で
の
和
漢
対
照
形
式
の
年
代
記
を
代
表
す
る
よ
う
な
資
料
と
目
さ
れ
る
が
、
周
穆
王
五
十
二

年
、
即
ち
釈
迦
の
入
滅
年
よ
り
記
事
を
開
始
し
て
お
り
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
夏
・
殷
に
関
す
る
情
報
は
無
い
。

２６
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
十
三
参
照
。

２７

川
瀬
一
馬
氏
『
古
活
字
版
之
研
究
』
二
五
九
頁
か
ら
二
六
二
頁
を
参
照
。

２８

『
編
年
合
運
図
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
蓬
左
文
庫
蔵
慶
長
十
六
年
古
活
字
本
に
拠
る
。
な
お
、
同
文
庫
に
は
『
編
年
合
運
図
』
系
の
写
本
・
刊

本
が
複
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
『
編
年
合
運
図
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
写
本
二
種
類
の
記
述
を
古
活
字
本
と
対
照

さ
せ
て
示
す
。

夏
（
一
七
王
・
四
五
八
年
）
殷
（
二
八
王
・
六
五
四
年
）
―
慶
長
十
六
年
古
活
字
本
（
一
〇
五
―
七
）

一
四

―２７５ ―



夏
（
一
七
王
・
四
五
八
年
）
殷
（
二
八
王
・
六
四
四
年
）
―
慶
長
年
間
写
本
（
一
〇
一
―
一
三
）

夏
（
一
七
王
・
四
三
九
年
）
殷
（
二
八
王
・
六
四
四
年
）
―
江
戸
初
期
写
本
（
一
四
五
―
七
一
）

写
本
に
お
け
る
殷
の
王
数
・
総
年
数
が
『
文
献
通
考
』
と
同
一
で
あ
る
の
は
興
味
深
く
、
こ
れ
ら
写
本
の
記
述
と
刊
本
『
編
年
合
運
図
』
の
記

述
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
。

２９

川
瀬
一
馬
氏
『
古
活
字
版
の
研
究
』
増
補
篇
七
〇
一
頁
。

３０

平
田
俊
春
氏
『
日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
』
（
昭
和
三
四
年
、
日
本
書
院
）
九
九
〇
頁
。
後
に
同
氏
『
神
皇
正
統
記
の
基
礎
的
研
究
』
本
論
（
一

九
七
九
年
、
雄
山
閣
）
に
も
同
一
の
記
述
が
あ
る
。

３１

村
山
修
一
氏
「
大
唐
日
本
王
代
年
代
記
に
つ
い
て
」
『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
〇
号
（
一
九
九
〇
年
）。
ま
た
『
新
纂
禅
籍
目
録
』
一

四
三
頁
に
太
岳
周
崇
の
編
と
し
て
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
一
巻
の
記
載
あ
り
。

３２
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
の
記
述
は
、
最
古
写
本
と
さ
れ
大
永
三
年
ま
で
の
記
述
を
持
つ
龍
谷
大
学
蔵
本
を
謄
写
し
た
と
い
う
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
蔵
本
に
拠
っ
た
。

３３

ま
た
、
『
三
国
一
覧
合
運
図
』
の
冒
頭
に
「
私
云
、
一
条
台
閣
和
漢
編
年
支
合
図
ニ
」
云
々
と
の
記
述
が
あ
り
、
一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
―
一
四

八
一
）
に
も
同
様
の
編
著
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
存
否
未
詳
。

３４

類
似
す
る
書
名
に
『
三
光
双
覧
抄
』
一
冊
が
あ
り
、
『
国
書
総
目
録
』
に
拠
れ
ば
、
隆
念
著
、
高
野
山
宝
亀
院
・
宝
菩
提
院
（
永
正
九
年
写
）
に

蔵
さ
れ
る
と
あ
る
（
未
見
）。
以
下
の
『
実
隆
公
記
』
記
事
中
の
「
三
光
双
覧
」
と
は
こ
れ
を
指
す
か
。

明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
二
月
十
二
日
「
醍
醐
中
将
僧
都
来
、
三
光
双
覧
本
所
望
之
間
借
遣
之
。
」

明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
五
月
二
十
九
日
「
三
光
双
覧
遅
々
無
正
体
候
。」（
真
光
院
尊
海
書
状
）

３５

大
正
新
修
大
蔵
経
第
四
九
冊
四
九
二
・
四
九
三
頁
参
照
。

３６

拙
稿
「『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
成
立
時
期
―
そ
の
法
然
門
下
に
つ
い
て
の
記
事
と
『
内
典
塵
露
章
』
及
び
『
天
台
名
目
類
聚
鈔
』
と
の
関
係
か

ら
―
」『
愛
知
文
教
大
学
比
較
文
化
研
究
』
第
六
号
（
二
〇
〇
四
年
九
月
）。

―２７４ ―

一
五


